４　学校学生生徒旅客運賃割引証交付申請書　
	
留意事項・関係書類等・根拠法令等


■留意事項
　１　指定番号及び指定年月日は東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社の通達によるものであること｡
　２　指定番号及び指定年月日は専修学校及び各種学校の場合に限り記入すること｡
　３　交付枚数基準
　　　 生徒一人当たりの基準枚数を設けず、毎年度の「学校学生生徒旅客運賃割引証
（学割）の使用に関する調書（以下「学割調書」という）」により、各校で報告された枚数によるものとする。
　４　学校が生徒に交付の際、誤って記載した場合は、二重線で消し、発行者の公印で訂正し、交付することができる。
　５　学割調書の使用予定枚数より大幅に超える申請枚数を希望する場合には、交付申請時点での使用状況及び使用見込み枚数及び増加した理由等を記載したものを添付し、申請するものとする。

様式例（交付申請書）
年　　月　　日

岩手県知事　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校長　氏　　　名


学校学生生徒旅客運賃割引証交付申請書
　下記のとおり学割証の交付を受けたいので、申請します。
記
１　指定番号
２　指定年月日
３　生徒数
４　前回受領年月日及び枚数
５　現在残数
６　申請枚数
７　使用目的

（Ａ４）

様式例（使用見込みを超える枚数を申請する場合に添付）
　
１．使用見込み枚数を超えた主な理由
　


　
２．使用状況（令和　年　月　日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	使用目的
	D 

R○年度調書
(R○.5.1
　～R○.4.30
 使用見込枚数）
	現 在 の 状 況
	

増 減



(D－C)

	
	
	A
使用済枚数
(R○.5.1
　　　～現在）
	Ｂ
使用見込枚数
（現在～
R○.4.30）
	
C 
（R○.5.1
 ～R○.4.30)

（A＋B）

	

	帰省
	
	
	
	
	 

	正課教育
	
	
	
	
	

	正課外教育活動
	
	
	
	
	

	就職・受験
	
	
	
	
	

	見学
	
	
	
	
	

	傷病治療
	
	
	
	
	

	保護者旅行随伴
	
	
	
	
	

	廃紙
	
	
	
	
	

	計
	
	
	
	
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ａ４）
260

